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令和５年度 常総市財務分析 

 

Ⅰ 分析に先立って 

１．分析の視点 

・地方公共団体の財務書類の利用者は、住民、議会、地方債への投資家、首長などの行政

内部執行者、職員、その他外部利用者など多様な主体が挙げられます。なかでも住民に

対しては、地方公共団体としての説明責任を第一義的に果たすべきだと考えられます。 

・住民は納税者であり、同時に行政サービスの受益者でもあります。したがって、住民が

地方公共団体の財務状況に対して持つ関心事項は、「将来にわたって安定的に行政サー

ビスを受けることができるか、それを可能にする財政状況か」にあるといえます。 

・これにしたがって財務書類を分析する視点を整理すれば、大別して資産の状況、資産と

負債の比率、負債の状況、行政コストの状況、受益者負担の状況に分けることができま

す。 

 

２．分析における前提条件について 

以下のような前提や公会計の特性にもとづいて、当市の財務書類における令和５年度  

の分析を行っています。 

 

① 令和４年度における類似団体区分（都市Ⅱ―２）の全国自治体が公表している数

値の単純平均との比較を行っています。 

 

② 財務書類を基にした分析は、あくまで金額で計測可能な数値による分析であるた

め、金額で計測不可能な給付や事業用資産、インフラ資産の活用状況及び満足度

等は反映されません。 

 

③ 公会計においては、企業会計にはない資産科目としてインフラ資産があり、資産

総額に対して大きな割合を占め、かつ、住民の利便性に欠かすことの出来ない資

産として継続的な整備保全が必要である反面、資産としての財産価値及び売却可

能性がゼロに近いという特性があります。 

 

④ 人口一人当たりの数値を算出する際は、当市において公表されている住民基本台

帳人口である令和５年 1月 1日 61,562人、令和６年 1月 1日 61,180人を用いて

います。なお、この数値は、総務省が行った住民基本台帳人口の調査期日にあわ

せ、1月 1日現在の住民基本台帳人口での比較を行っております。 
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３．財務書類の概要 

（１）貸借対照表 

   貸借対照表は、基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）を

明らかにするものです。年度末時点において、将来世代に引き継ぐ資産がどれだけあり、

将来世代が負担する負債がどれだけあるかが分かり、資産と負債の差額として純資産を認

識します。純資産は、これまでの世代がすでに負担した分であり、世代間の負担の構成が

分かります。 

   資産の部は固定資産と流動資産に大別され、固定資産には事業用資産とインフラ資産が

含まれます。インフラ資産は将来的な経済的便益は発生しませんがサービス提供能力を有

する資産であるとされ、代替利用や移動・処分に際し制約を受けるか否かという基準で事

業用資産と区別されています。 

 建物や設備などは、経年劣化及び使用の対価として減価償却費が発生し、取得価額から

償却累計額を控除した帳簿価額は毎年低下していき、耐用年数を経過した時点でゼロ（1

円）となります。 

負債は将来の世代が負担するものとして、公債等の他、退職手当引当金や賞与引当金と

いった将来に支払いの義務が生じるもののうち当年度末における見積金額が含まれてい

ます。 

 純資産は過去または現世代が負担したものとして、資産と負債の差額で表示されます。

統一的な基準においては、純資産の内訳として固定資産等形成分と余剰分（不足分）、連

結会計においてはさらに他団体出資等分に分かれます。 

 

（２）行政コスト計算書 

 行政コスト計算書は、会計期間中の費用と収益という発生主義の観点から行政のコスト

を明らかにしています。 

 費用として、１年間における行政サービス提供にかかったコストとして人件費、物件費

等の業務費用、負担金や住民に対する福祉・社会保障に関連する給付額といった移転費用、

また災害復旧等に要した臨時損失があります。なお、減価償却費は 1年間の固定資産の価

値減少分を表しますが、住民側から見ると、その金額に見合う施設やインフラに関するサ

ービスの提供を受けたということを表します。 

 収益として、行政サービスの提供の対価として得られる使用料・手数料の収入等の経常

収益、資産売却等の臨時利益があります。 

 費用から収益を差し引いた純行政コストが、行政サービス提供の直接的な対価で賄いき

れなかったコストであり、税収や国県からの補助金などにより賄われることとなります。 

 

（３）純資産変動計算書 

純資産変動計算書とは、会計期間中の純資産の変動を明らかにするものです。行政コス

ト計算書から算出された当年度の純行政コストが当年度の財源（税収等、国県等補助金）
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によって賄われているかどうかを表しています。 

純資産変動計算書のうち、固定資産等形成分とは、過去において形成された固定資産の基

準日時点の残高と流動資産における短期貸付金・基金等の残高で構成されます。また余剰分

（不足分）とは、地方公共団体が費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）を表し、流動資

産から将来現金支出が見込まれる負債を控除した額で構成されます。すなわち、基準日時点

における将来の金銭余剰額（必要額）を表します。負債は全て余剰分（不足分）に含めるた

め、通常この残高はマイナスとなります。連結会計における他団体出資等分とは、純資産に

対して当該地方公共団体以外が行っている出資等の割合を乗じた額として、純資産のうち他

団体の持分を表しています。 

 

（４）資金収支計算書 

資金収支計算書とは地方公共団体の資金収支の状態を明らかにすることを目的として作

成し、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支の 3つの区分から構成されます。 

業務活動収支は地方公共団体の行政サービス活動に伴う収入・支出を表したものといえ、

業務収入・支出、臨時収入・支出に大別されます。投資活動収支は公共施設整備や基金等の

資産形成への支出とその財源となった収入で地方債以外の国庫支出金等や基金の取り崩し

等が含まれます。財務活動収支は地方債の元本償還分の支出と地方債の発行収入等が含まれ、

業務活動収支と投資活動収支により余剰又は不足する資金がどのように使われたか又は賄

われたかを表します。 
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Ⅱ 財務書類の説明と分析 

１．各会計財務書類の概要 

（１）一般会計等の概要  

貸借対照表において、有形固定資産は事業用資産が▲349 百万円（減少）、インフラ資

産は▲1,615百万円（減少）、有形固定資産全体で▲2,119百万円（減少）しました。事業

用資産は、主に内守谷公民館改築工事に 173百万円、道の駅常総太陽光発電設備設置工事

に 129百万円支出したことにより減少しています。一方、インフラ資産は、主に道路改修

工事に支出しましたが、資産取得より減価償却による減少分が上回ったため減少していま

す。投資その他の資産は、主に水道事業及び下水道事業会計の過年度の出資金額の修正を

行った影響により＋1,242 百万円（増加）となりました。経費縮減の結果、業務活動収支

を改善することができたものの、地方債償還が進み財務活動収支がマイナスとなったこと

から現金預金が▲254 百万円（減少）した一方で、減債基金 84 百万円積増しを実施した

ため流動資産は▲145 百万円（減少）となりました。その結果、資産全体で▲1,022 百万

円（減少）し 77,167百万円となりました。 

これに対し、負債は、地方債が▲2,251百万円（減少）、退職手当引当金が＋74百万円

（増加）した影響により負債全体で▲2,183百万円（減少）となりました。総資産と負債

の差額である純資産は＋1,161百万円（増加）し 45,493百万円となりました。 

 

行政コスト計算書においては、人件費が 4,273百万円（18%）及び物件費等 7,975百万

円（33%）は、経常的な行政活動によるコスト（経常費用）の約 5割を占めており、移転

費用 11,386百万円（47％）とほぼ同水準となっています。 

 

 

 

人件費は、主に職員給与費が＋205百万円（増加）した影響により＋92百万円（増加）

人件費

4,273百万円

18%

物件費等

7,975百万円

33%

その他業務費用

429百万円

2%

移転費用

11,386百万円

47%

経常費用の構成＜一般会計等＞
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し、物件費等は、主に維持補修費が＋597百万円（増加）したものの、物件費が▲848百

万円（減少）した影響により▲275百万円（減少）しています。その他の業務費用は前年

度と比べ▲42百万円（減少）していますが、これは徴収不能引当金繰入額の減少が主な要

因です。他団体等への負担金や福祉・社会保障給付である移転費用は、R4 年度に大きな

支出額となった強い農業・担い手づくり補助金が R5年度の支出は無く、補助金等が減少

した影響で移転費用全体が▲2,455百万円（減少）となりました。 

受益者が負担する使用料及び手数料を含む経常収益は、＋49 百万円（増加）し 802 百

万円となりました。結果、純経常行政コストは 23,261 百万円となりました。さらに、資

産の除売却損益などの臨時損益を加えた結果、最終的な純行政コストは▲2,668百万円（減

少）の 23,237百万円となりました。 

 

純資産変動計算書においては、純行政コスト 23,237 百万円を賄う財源として税収等及

び国・県等補助金が 23,274百万円あり、本年度純資産変動額は＋1,161百万円（増加）と

いう結果となりました。前年度と比較すると、税収等が市税の減少により▲87百万円（減

少）、国県等補助金は、▲3,378百万円（減少）し、財源全体で▲3,465百万円（減少）と

なりました。 

 

資金収支計算書においては、業務活動収支が＋2,776百万円、固定資産等への投資キャ

ッシュフローである投資活動収支が▲767 百万円、財務活動収支は▲2,266 百万円となり

ました。結果として資金収支のトータルは▲257百万円となり、本年度末資金残高は 1,579

百万円となりました。前年度と比較すると、業務活動収支は主に税収等収入▲69 百万円

（減少）、国県等補助金収入▲2,580百万円（減少）があったものの、物件費等支出が▲251

百万円（減少）、補助金等支出が▲2,703百万円（減少）したことなどの影響によりトータ

ルで▲69 百万円（減少）しました。投資活動収支は、国県等補助金収入も減少したもの

の、公共施設等整備費支出及び基金積立金支出が減少した影響により、投資活動収支とし

ては＋101百万円（増加）しました。財務活動収支は、主に地方債発行収入が減少した影

響により▲798百万円（減少）しています。 

 

 

（２）全体会計の概要 

貸借対照表においては、有形固定資産が▲1,942百万円（減少）、無形固定資産が▲9百

万円（減少）、投資その他の資産が▲166百万円（減少）、流動資産が＋207百万円（増加）

したため、資産合計としては▲1,910百万円（減少）の 114,721百万円となりました。資

産全体の減少は、一般会計、水道事業及び下水道事業の固定資産の減価償却が進んだこと

が主な要因です。負債についても同様に、一般会計等の地方債の償還が進んだ影響で負債

合計▲1,832百万円（減少）となりました。その結果、資産と負債の差額である純資産は

▲77百万円（減少）し 47,699百万円となりました。 
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行政コスト計算書においては、前年度と比べ、人件費・物件費等の業務費用は▲212百

万円（減少）し 15,908百万円に、移転費用は一般会計等の減少に伴い▲2,181百万円（減

少）し 21,415百万円となりました。それに対し、経常収益は＋85百万円（増加）し 2,520

百万円となったため、純経常行政コストは 34,804 百万円となりました。臨時損益を含め

た純行政コストは▲2,383百万円（減少）し 34,784百万円となりました。 

純資産変動計算書においては、純行政コスト 34,784 百万円に対し財源が 34,897 百万

円となり、本年度差額として＋113百万円（増加）、その他変動額を加えた本年度純資産変

動額は▲77百万円（減少）となりました。なお、前年度と比べ、税収等は▲158百万円（減

少）、国県等補助金は▲3,430百万円（減少）し、全体会計においては財源が▲3,588百万

円（減少）しています。 

資金収支計算書においては、業務活動収支＋3,536百万円、投資活動収支▲1,471百万

円、財務活動収支▲2,138 百万円となり、資金収支は▲72 百万円、本年度末資金残高は

3,767百万円となりました。 

 

（３）連結会計の概要 

貸借対照表においては、有形固定資産が▲2,146 百万円（減少）、投資その他の資産が

▲110百万円（減少）、流動資産が＋153百万円（増加）し、資産合計としては▲2,113百

万円（減少）の 124,200百万円となりました。資産全体の減少は、全体会計の減少影響が

主な要因です。負債は、一般会計等に加えて常総地方広域市町村事務組合をはじめとする

連結対象団体において地方債の償還が進んだ影響により固定負債（その他）が減少し、▲

1,974百万円（減少）の 68,812百万円となりました。その差額である純資産は▲139百万

円（減少）の 55,388百万円となりました。 

行政コスト計算書においては、業務費用が▲77百万円（減少）の 18,351百万円、移転

費用は▲3,138百万円（減少）の 25,441百万円となりました。経常収益は＋77百万円（増

加）の 2,660百万円となり、臨時損益を含めて最終的な純行政コストは▲3,197百万円（減

少）の 41,111百万円となりました。 

純資産変動計算書においては、純行政コスト 41,111百万円に対し財源が 41,109百万円

となり、その他変動額を加えた本年度純資産変動額は▲139百万円（減少）となりました。 

資金収支計算書においては、業務活動収支＋3,777 百万円、投資活動収支▲1,577 百万

円、財務活動収支▲2,304 百万円となり、トータルの資金収支は▲104 百万円、本年度末

資金残高は 4,241百万円となりました。 
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２．分析 

（１）資産の状況 

 ①住民一人当たり資産額 

(単位:千円) 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 1,269 1,247 1,261 14 1,791 

全体会計 1,881 1,871 1,875 4 － 

連結会計 2,039 2,029 2,030 1 － 

・貸借対照表の各数値を住民数で除し住民一人当たりの資産額を算定することにより、自

治体間での比較が可能となります。 

・類似団体の他市平均値と比較すると、約 70％と低い水準となっています。1人当たり資

産額が少ないということは、将来の資産維持費が抑制できる可能性が高まりますので、

肥大化しないよう引き続きコントロールすることが重要です。 

 

 ②歳入額対資産比率 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 2.81年 2.54年 2.92年 0.38年 3.41年 

全体会計 2.66年 2.50年 2.70年 0.20年 － 

連結会計 2.49年 2.30年 2.51年 0.21年 － 

・歳入総額に対する資産の比率を算定し、今まで形成されたストックである資産が何年

分の歳入の規模に匹敵するかを表します。 

・当市の場合、現在形成された資産について一般会計等で 2.92 年、全体会計で 2.70 年、

連結会計で 2.51年分の歳入が充当されていることになります。 

・類似団体との平均値と比較すると短い年数となっており、歳入総額に対する資産規模が

類似団体と比べて少ないということを示しています。ただし、類似団体と比較するより

も、資産総額と歳入総額のバランスを見る指標として経年で比較する方が重要です。 
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③有形固定資産減価償却率  

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 61.8% 63.9% 64.9% 1.0% 63.3% 

全体会計 52.3% 53.9% 55.0% 1.1% － 

連結会計 52.3% 53.9% 55.1% 1.2% － 

・有形固定資産のうち、建物などの償却資産について、全体として当初取得時の価額に対  

し耐用年数に応じて時の経過や使用による価値の減少がどれだけ進んでいるかを表しま

す。この比率が高いほど、施設の老朽化の程度が高いといえます。 

・当市の場合、一般会計等 64.9%と R4 年度よりも 1.0％増加しています。これは、資産

の新規取得よりも減価償却が進んだことを示しています。 

・一般会計等の有形固定資産減価償却率を見ると、事業用資産が 60.5%、インフラ資産が

66.5%となっています。インフラ資産は、道路や橋梁など生活に欠かせない資産であり

容易にダウンサイジングができませんので、中長期的なスパンで対策を講ずる必要があ

ります。 

・経年推移でみると徐々に上昇しつつあり、全体として老朽化が進んでいることを示して

います。必要な投資が行われず老朽化対策が先送りにされていないか検証しつつ、公共

施設等総合管理計画に基づき施設の適正な管理と更新財源を確保していく必要があり

ます。 

・他市の平均値をやや高い水準です。類似団体と比べても老朽化が進んでいることを示し

ていますので、より一層資産管理を充実させることが重要です。 

 

 

（２）資産と負債の比率 

①純資産比率 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 55.2% 55.9% 59.0% 3.1% 71.3% 

全体会計 39.9% 40.2% 41.6% 1.4% － 

連結会計 42.9% 43.3% 44.6% 1.3% － 

・総資産のうち現役世代により負担している返済義務のない純資産がどれくらいの割合で

あるかを表しており、世代間の負担の割合を見ることが出来ます。この比率が高いほど

財政状況が健全であるといわれています 

・当市の場合、一般会計等においては 59.0%、全体会計において 41.6%を過去及び現役世

代が負担しており、平均値よりも低い水準となっています。 

・他市と比較すると、当該指標は低い水準にあります。この点は、他市よりも将来世代に
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依存する（＝起債に依存する）傾向が強いことを示唆しています。 

 

②社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 25.9% 26.1% 24.3% ▲1.8% 17.2% 

・社会資本整備に将来償還が必要な地方債によりどれだけ負担しているかを算出すること

により、社会資本等の形成に係る将来世代の負担比重を見ることができます。総務省の

基準に従い、地方債から臨時財政対策債等の特例地方債を除外しています。 

・前年度とほぼ同水準で推移していますが、他市と比較すると高い水準にあります。 

 

 

（３）負債の状況 

 ①住民一人当たり負債額 

 (単位:千円) 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 568 550 518 ▲32 489 

資産額に対する比率 2.23倍 2.27倍 2.43倍 0.17倍 3.66倍 

全体会計 1,130 1,118 1,095 ▲23 － 

資産額に対する比率 1.66倍 1.67倍 1.71倍 0.04倍 － 

連結会計 1,164 1,150 1,125 ▲25 － 

資産額に対する比率 1.75倍 1.76倍 1.80倍 0.04倍 － 

・住民一人当たりの負債額は、過去の災害復旧事業債や合併特例債の影響があるため、平

均値と比較すると相対的に高い水準である状況はしばらく続くものと想定されます。 

・前述の住民一人当たり資産額との関係においては、住民一人当たり負債額の 2.43倍（一

般会計等）の資産を保有しており、徐々に増加傾向となっています。 

・他市と比較すると、当該指標は 6%ほど高い水準となっています。しかし、住民一人当

たり資産額は他市と比べて 70%の水準であるという点を踏まえると、「資産は少なく負

債は大きい」という関係にありますので、資産と負債のバランスは適正な水準かどうか

適宜見直す必要があります。 
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②基礎的財政収支 

(単位:百万円) 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 2,875 2,282 2,216 ▲66 1,721 

全体会計 3,235 2,695 2,357 ▲338 － 

連結会計 3,369 3,193 2,501 ▲692 － 

 ・資金収支計算書から財務活動収支及び業務活動収支の支払利息支出と投資活動収支の

基金収支を除くことにより基礎的財政収支（プライマリーバランス：地方債等の債務の

元利払いと地方債等の収入を除いた収支）を算出します。当該バランスが均衡している

場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率

は増加せず、持続可能な財政運営であるといえます。 

 ・当年度においては、国県等補助金収入の減少等の影響により、基礎的財政収支が減少し

ています。 

 ・公共施設等整備は大部分が公債財源や基金取崩しにより賄われるため、一時的に基礎的

財政収支がマイナスとなることもあります。住民に対するサービス提供能力を有し将

来世代に対して便益を提供する社会資本への必要な投資は、公債に過度に依存し過ぎ

ない状況であって、基礎的財政収支が中長期的にみて均衡するのであれば問題がない

と考えられます。 

 

 ③債務償還可能年数（参考指標） 

   R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

一般会計等 5.79年 6.33年 6.79年 0.46年 

・債務償還可能年数は、実質債務が償還財源の何年分あるかを示す指標です。年数が短

いほど債務償還能力が高いといえ、債務の償還原資を経常的な業務活動からどれだけ

確保できる見込みがあるかということは、債務償還能力を把握するうえで重要な視点

です。 

・償還財源として決算統計の経常一般財源等（歳入）と経常経費充当財源等（歳出）の収

支を基準として算定することとされ、参考指標として位置づけられています。しかしな

がら、過去からの債務償還能力の水準を把握し、公共資産投資と公債残高のバランスを

考慮しながら将来世代への負担の先送りが顕著とならないよう安定的な財政運営を目

指していくことは有用です。 
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（４）行政コストの状況 

 (単位:千円) 

（住民一人当たり） 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 

行政コスト 366 444 380 ▲64 416 

人件費 65 68 70 2 － 

減価償却費 47 49 49 － － 

補助金等 80 113 70 ▲43 － 

全体会計 

行政コスト 551 627 569 ▲58 － 

人件費 70 74 76 2 － 

減価償却費 69 71 71 － － 

補助金等 276 306 269 ▲37 － 

連結会計 

行政コスト 651 743 672 ▲71 － 

人件費 84 88 91 3 － 

減価償却費 74 76 77 1 － 

補助金等 341 387 335 ▲52 － 

・行政コストを住民一人当たりで算定することにより、同種の行政サービスをどれだけ

のコスト水準で実現したかということを比較することができます。 

・当市の場合、一般会計等においては、補助金等のコストが大きく減少した影響で純行政

コストが減少したことに伴って、住民一人当たり行政コストも減少しています。 

・行政コストは他市平均値と比べてやや低い水準であるといえます。このことは、効率的

な行政運営ができている可能性を示唆していますが、住民サービスに対する満足度など

の定性情報については別途把握する必要があります。 

・住民サービスに対する満足度などの定性情報については別途把握するなどして、行政サ

ービスの有効性を検証することが重要です。 
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（５）受益者負担の状況 

①受益者負担の比率 

 
R3年度 R4年度 R5年度 対前年 

平均値 

R4他市平均 

一般会計等 3.5% 2.7% 3.3% 0.6% 4.1% 

全体会計 6.9% 5.9% 6.8% 0.9% － 

連結会計 6.2% 5.3% 6.1% 0.8% － 

・行政コストのうち受益者が負担している割合として、経常的な行政サービス提供コス 

トである経常費用と行政サービス提供の対価である経常収益を対比します。 

・当市の場合、補助金等のコストが大きく減少した影響で、経常費用が大幅に減少したこ

とに伴い、当該指標が上がりました。 

・他市平均と比べると、低い水準であるといえます。 
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Ⅲ 分析指標説明  

 

資産の状況 資産の状況は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」を表すものです。 

 

 住民一人当たり 

資産額 

資産合計

住民基本台帳人口
 

 

住民一人当たり資産額とすることにより、住

民等にとってわかりやすい情報となるとと

もに、他団体との比較が容易になります。 

歳入額対資産比率 資産合計

歳入合計
 

 

これまでに形成されたストックとしての資

産が歳入の何年分に相当するかを表し、地方

公共団体の資産形成の度合いを測ることが

できます。 

有形固定資産 

減価償却率 

(資産老朽化比率) 

有形固定資産の

減価償却累計額

取得価額等
 

 

有形固定資産について、一定の耐用年数によ

り減価償却を行った結果として資産の取得

からどの程度経過しているかを全体として

把握することができる指標で、100%に近い

ほど老朽化の程度が高いということになり

ます。さらに、固定資産台帳等を活用すれば、

行政目的別や施設別の有形固定資産減価償

却率（資産老朽化比率）も算出することがで

きます。 

※総務省の算定式において、有形固定資産よ

り物品が除外されました。 

資産と負債の比率 資産と負債の比率は、「将来世代と現世代との負担の分担はどのようになっ

ているか」を表すものです。これは、貸借対照表上の資産、負債及び純資産

の対比によって明らかにされるものです。 

 

 純資産比率 純資産合計

資産合計
 

 

将来世代に引き継ぐ資産のうち、資産と負債

の差額である純資産、すなわち過去の世代及

び現役世代の負担がどれだけの割合である

かを示します。 

社会資本等形成の

世代間負担比率 

(将来世代負担比率) 

地方債合計−特例地方債

公共資産(有形固定資産＋

無形固定資産）

 

 

社会資本等について将来の償還等が必要な

負債による形成割合（公共資産等形成充当負

債の割合）を算出することにより、社会資本

等形成に係る将来世代の負担の比重を把握

することができます。 

※総務省の算定式において、地方債合計より

特例地方債が除外されました。 
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負債の状況 負債の状況は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」と

いう住民等の関心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な視点で

す。 

 住民一人当たり 

負債額 

負債合計

住民基本台帳人口
 

 

住民一人当たり負債額とすることにより、住

民にとってわかりやすい情報となるととも

に、他団体との比較が容易となります。 

 

基礎的財政収支 

(プライマリーバラ

ンス) 

業務活動収支 

＋支払利息支出 

＋投資活動収支 

＋基金積立金支出 

－基金取崩収入 

地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方

債等発行収入を除いた歳入のバランスを示

す指標となり、当該バランスが均衡している

場合には、経済成長率が長期金利を下回らな

い限り経済規模に対する地方債等の比率は

増加せず、持続可能な財政運営であるといえ

ます。 

※総務省の算定式において、基金取崩収入、

基金積立金支出が除外されました。 

 債務償還可能年数 

（参考指標） 

将来負担額※1

−充当可能財源※2

経常一般財源等(歳入)※3

−経常経費充当財源等※4

 

実質債務に対し償還原資を償還に充当した

場合、何年で現在の債務を償還できるかを示

す指標で、債務償還能力は債務償還可能年数

が短いほど高いといえます。債務の償還原資

を経常的な業務活動からどれだけ確保でき

ているかということは、債務償還能力を把握

するうえで非常に重要な指標です。  

※総務省の算定式において、健全化法算定式

や決算統計により算出することとされまし

た。 

行政コストの状況 行政コストの状況は、「行政サービスに係るコストはどのようになってい

るか」といった住民等の関心に基づくものです。地方自治法においても、

「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進

に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ

ならない」とされているものであり（同法第 2 条第 14 項）、財政の持続

可能性と並んで重要な視点です。 

 

 住民一人当たり 

行政コスト 

各行政コスト

住民基本台帳人口
 

 

行政コスト計算書で算出される行政コスト

を住民一人当たり行政コストとすることに

より、地方公共団体の行政活動の効率性を測

定することができます。また、当該指標を類
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似団体と比較することで、当該団体の効率性

の度合いを評価することができます。 

なお、住民一人当たり行政コストについて

は、地方公共団体の人口や面積、行政権能等

により自ずから異なるべきものであるため、

一概に他団体と比較するのではなく、類似団

体と比較すべきことに留意する必要があり

ます。 

 

受益者負担の状況 受益者負担の状況は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者

負担の水準はどうなっているか）」といった住民等の関心に基づくものです。 

 

 受益者負担比率 

 

経常収益

経常費用
 

 

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手

数料など行政サービスに係る受益者負担の

金額ですので、これを経常費用と比較する

ことにより、行政サービスの提供に対する

受益者負担の割合を算出することができま

す。地方公共団体の行政サービス全体の受

益者負担の割合を経年比較したり、類似団

体比較したりすることにより、当該団体の

受益者負担の特徴を把握することができま

す。 

※１ 将来負担額については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式による。  

※２ 充当可能財源は、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式の「充当可能基金残高＋充

当可能特定歳入」とする。  

※３ 経常一般財源等（歳入）等は、「①経常一般財源等＋②減収補填債特例分発行額＋③臨時財政対

策債発行可能額」とする。なお、①②は地方財政状況調査様式「歳入の状況 その２収入の状

況」、③は地方公共団体健全化法上の実質公債費率の算定式による。  

※４ 経常経費充当財源等は、地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」の経常経費充当一般財源

等から、次の金額を控除した額とする。なお、イ～ハは地方公共団体健全化法上の実質公債費

率の算定式、二は地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」による。 

イ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの  

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充

てたと認められるもの  

ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償  

還の財源に充てたと認められるもの  

二 元金償還金（経常経費充当一般財源等） 


